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１．五所川原市立地適正化計画とは 

1-1 計画の目的 

（１）背景 

近年、全国的に人口の減少や高齢化が深刻化していますが五所川原市でも例外ではなく、

平成 27 年時点で約 55,200 人の総人口（国勢調査）が概ね 20 年後までに約 18,800

人減少し、また、市民の 4 割以上が 65 歳以上の高齢者になると予測されています。 

五所川原市の人口は昭和 35 年頃をピークにその後は横ばい傾向を示していましたが、

昭和 55 年以降は一貫して減少傾向を示しています。一方で、市街地は人口が減少するな

かでも拡大してきており、このまま人口減少が進んだ場合には市街地の人口密度が大きく

低下していく可能性があります。 

スーパーマーケットや病院などに代表される市民の生活を支える様々なサービスの多

くは、施設周辺にある程度人口が集積していることにより成り立っています。このため、

市街地の密度が低下していくと、このようなサービスを維持していくことができなくなる

ことが懸念されます。 

さらには、人口密度の低下にともない、道路や上下水道などのいわゆる都市基盤（イン

フラ）を適切に維持していくことが難しくなる、鉄道や路線バスなどの公共交通の利用者

が減少して移動手段を確保することができなくなるなど、様々な弊害が生じてくる可能性

もあります。 

また、高齢化の進展などを背景に、自家用車を利用できない・利用しにくい市民が増加

していく可能性がありますが、自家用車を利用しないとアクセス※1しにくい郊外部や市街

地外縁部に大規模商業施設などの様々な施設の流出が続いた場合、自家用車を利用しにく

い市民の皆さんの生活がより一層不便になっていくことも考えられます。 

五所川原市では、これまでも各種都市機能※2が集積した拠点の維持・形成や、コンパク

トで利便性の高い市街地の形成に向けた取り組みを進めてきましたが、高齢者も含めた市

民にとって住みやすい・住み続けられるまちをつくっていくため、これまで以上に積極的

な取り組みを進めていく必要があります。 

 

（２）目的 

以上のような背景を受けて、本計画は都市機能や居住の適正な立地を促進することで、

集約型の「コンパクトなまちづくり」の構築を進め、人口減少が進むなかでも望ましい人

口密度や生活を支える様々なサービスが維持された、住みやすい・住み続けられるまちづ

くりを推進していくことを目的とするものです。 

 

 

 

 

 

 

  

※1【アクセス】ある場所に到達すること、交通の便。 

※2【都市機能】立地適正化計画では、商業･医療･福祉･教育･文化など、生活を支える様々なサービスを提供す

る機能･施設などを総称して「都市機能」としている。 
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 法改正の背景 
全国的に人口減少･少子高齢化が進む中で、高齢者でも安心できる快適な生活環境を実現

することや、子育て世代などの若年層にも魅力的なまちにすること、財政面･経済面で持続

可能な都市経営を可能にすることが大きな課題となっています。 

このような背景から、平成 26 年（2014 年）に都市再生特別措置法が改正され、行政

と住民や民間事業者が一体となってコンパクトなまちづくりに取り組んでいくため、市町

村が立地適正化計画を策定することが可能になりました。 
 

 立地適正化計画に記載する事項 
立地適正化計画では、計画の区域を記載するほか、概ね以下の事項について記載するこ

ととなっています。（都市再生特別措置法第 81条第 2 項） 
 

１）住宅及び都市機能増進施設※3の立地の適正化に関する基本的な方針 

２）都市の居住者の居住を誘導すべき区域（以下「居住誘導区域」という。）及び居住環境の

向上、公共交通の確保その他の当該居住誘導区域に都市の居住者の居住を誘導するために

市町村が講ずべき施策に関する事項 

３）都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域（以下「都市機能誘導区域」という。）及び当

該都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき都市機能増進施設（以下「誘導施設」と

いう。）並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該都市機能誘導区域に当該誘導

施設の立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項（次号に掲げるものを除

く。） 

４）都市機能誘導区域に誘導施設の立地を図るために必要な次に掲げる事業等に関する事項 

イ 誘導施設の整備に関する事業 

ロ イに掲げる事業の施行に関連して必要となる公共公益施設の整備に関する事業、市街

地再開発事業、土地区画整理事業その他国土交通省令で定める事業 

ハ イ又はロに掲げる事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事務又は事

業 

５）都市機能誘導区域への誘導施設や、居住の立地を適正化するための施策またはその事業等

の推進に関連して必要な事項 

６）その他、住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るために必要な事項 

〔立地適正化計画制度の概要〕 

■立地適正化計画のイメージ 

※3【都市機能増進施設】医療機関、福祉施設、商業施設その他の都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必

要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの。 

立地適正化計画区域＝都市計画区域 

用途地域等 

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

医療・福祉・商業等の都市機能を
都市の中心拠点などに誘導・集約す
ることにより、これらの各種サービ
スの効率的な提供を図る区域 

人口減少の中にあっ
ても一定のエリアにお
いて人口密度を維持す
ることにより、生活サ
ービスやコミュニティ
が持続的に確保される
よう、居住を誘導すべ
き地域 
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1-2 計画の位置づけ 

（１）根拠法 

立地適正化計画は、都市再生特別措置法第 81 条第 1 項の規定による「住宅及び都市機

能増進施設の立地の適正化を図るための計画」として定めるものです。 

 

（２）計画の位置づけ 

立地適正化計画は、市町村の総合計画、都道府県の都市計画区域マスタープラン※4に即

するとともに、市町村の都市計画マスタープラン※5との調和が保たれたものでなければな

らないとされています。（都市再生特別措置法第 81 条第 9項） 

また、法で定める事項が記載された立地適正化計画が法定の手続きにより公表されたと

きは、市町村の都市計画マスタープランの一部とみなされることになります。（都市再生

特別措置法第 82 条） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 立地適正化計画の位置づけ  

※4【都市計画区域マスタープラン】都市計画法第６条の２に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方

針。 

※5【市町村の都市計画マスタープラン】市町村が目指す将来像や、その実現に向けたまちづくりの基本方針や

取り組みなどを示す「都市計画」全体の指針となるもの。 

五所川原市 青森県

五所川原市総合計画 五所川原都市計画区域マスタープラン

関
連
計
画

●地域公共交通網形成計画

●公共施設等総合管理計画

●住生活基本計画

●地域福祉計画

●地域防災計画 など

各種都市

計画決定

身近な地区での

まちづくり

●区域区分…………○市街化区域、市街化調整区域

●地域地区…………○用途地域、高度利用地区 など

●都市施設…………○道路、公園、下水道 など

●市街地開発事業…○土地区画整理事業、市街地再開発事業 など

●地区計画 ●建築協定 ●緑地協定 など

■都市計画マスタープランに即して定める都市計画

■都市計画マスタープランに基づく個別計画

●緑の基本計画
●中心市街地活性化

基本計画
●景観計画 ・・・・

即する
連携
整合

五所川原市都市計画マスタープラン

五所川原市立地適正化計画

※都市計画マスタープランの一部とみなされる
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1-3 計画の前提 

（１）計画対象区域 

立地適正化計画の区域は、都市全体を見渡す観点から、原則として都市計画区域※6全域

とすることが基本となります。（都市再生特別措置法第 81 条第 1 項） 

このため、本市においても五所川原都市計画区域全域：12,336ha を立地適正化計画

の計画対象区域とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 五所川原市立地適正化計画の対象区域 

 

（２）目標年次 

立地適正化計画は、長期的な視野に立って都市構造の再構築などを推進していくものと

なるため、20 年後の平成 51 年（2039 年）を目標年次とします。 

なお、計画期間内においても、概ね５年ごとに施策の実施状況などを評価し、必要に応

じて見直しを行うこととします。  

計画対象区域 

（都市計画区域） 

「居住誘導区域」は 

用途地域内で設定 

※6【都市計画区域】市街地から郊外の農地に至るまで、一体の都市として総合的に整備、開発及び保全する必

要がある区域として都道府県が指定する区域。 
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２．五所川原市の都市の現状 

2-1 人口の推移と分布状況 

（１）人口の推移 

五所川原市の人口は昭和 35 年をピークとしてその後は横ばい傾向が続いていまし

たが、昭和 55 年以降は一貫して減少しています。 

また、国立社会保障･人口問題研究所の推計では、平成 52 年までに平成 27 年と比

較して約 34％減少する予測となっており、特に年少人口（15 歳未満）は平成 27 年

の約 6,000 人が平成 52 年には約 2,900 人へと半分以下に減少することが予測され

ています。 

高齢者人口（65 歳以上）についても平成 32 年以降は減少する見込みですが、減少

の幅は大きくないため高齢化が急速に進展し、平成 52 年には高齢化率が約 43％まで

上昇する予測となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 五所川原市の人口の推移 

 

 

（２）人口の分布 

五所川原市の現状（平成 27 年）の人口状況を見ると、中心市街地周辺や新宮･松島･

富士見･千鳥･広田といった公営住宅が立地するエリアへの集積が目立ちます。 

ただし、平成 17年から平成 27 年までの 10 年間の人口増減を見ると、上記のよう

な従来の人口集積エリアでは人口減少が進展する一方で、はるにれ団地や広田地区（用

途地域※7外）付近の人口が増加してきており、新たな人口集積が形成されつつあります。 

 

  

12,098 10,705 9,636 8,610 7,334 6,007 4,848 3,581 2,903

42,729
41,683

39,974
38,014

34,861
31,606

28,577

22,863
17,788

8,984
10,995

13,359
15,553

16,226

17,433

17,478

16,934

15,667

32 0 239 4

0
135

59,765

70,222
68,052 67,047 67,430 68,738 68,033

63,843 63,383
63,208

62,181
58,421

55,181 50,903
43,378

36,358

18.9%

16.9%
15.2% 13.8% 12.6% 10.9%

9.5% 8.3% 8.0%

66.9% 65.8%
63.2%

61.1%
59.7%

57.3%
56.1%

52.7%

48.9%

14.1%

17.3%
21.1%

25.0%

27.8%
31.6%

34.3%

39.0%
43.1%

0%

20%

40%

60%

80%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

S30 S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 H32 H42 H52

0～14歳人口 15～64歳人口 65歳以上人口 年齢不詳 0～14歳割合 15～64歳割合 65歳以上割合

（人）

推計値 実績値 

資料：S45～H27国勢調査、H32～H52国立社会保障･人口問題研究所 

※7【用途地域】都市計画法により、都市の環境保全や利便の増進のために、地域における建物の用途に一定の

制限を行う地域で、都市計画法の地域地区の基本となるもの。 
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図 現状の人口分布（平成 27年）：500mメッシュ 
資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 人口増減（平成 17年⇒平成 27年）：500mメッシュ 
資料：国勢調査 

  

新宮 

松島 
中心市街地 

富士見 

千鳥 

広田 

新たな人口集積 
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（３）高齢化の状況 

高齢者は、中心市街地周辺や公営住宅周辺などの従来の人口集積エリアに集中する傾

向が見られます。これに対して、新たな人口集積が形成されつつあるエリアの高齢化率

（人口に占める 65歳以上の割合）は低い状況です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 現状の高齢者分布（平成 27年）：500mメッシュ 
資料：国勢調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 現状の高齢化率（平成 27年）：500mメッシュ 
資料：国勢調査  

新宮 

松島 

中心市街地 

富士見 

千鳥 

広田 

新たな人口集積 
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ただし、新たな人口集積が形成されつつあるエリアにおいても、20 年後には高齢化

が進展する見込みとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 将来の高齢化率（平成 52年）：100mメッシュ 
資料：国立社会保障･人口問題研究所に準拠した推計値 

 

（４）人口集中地区：DID※8の状況 

人口集中地区：DID の面積は平成 22年まで拡大してきましたが、平成 27 年にはや

や縮小しています。DID内の人口は平成 17年には増加したものの、その後は再び減少

傾向に転じており、DID面積の拡大とも相まって人口密度が低下しており、平成 27 年

の人口密度は 33.6 人/ha となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 DID（人口集中地区）人口の推移 
資料：国勢調査 

  ※8【人口集中地区（DID）】人口密度約 4,000 人/㎢以上の国勢調査基本単位区がいくつか隣接し、合わせて人

口 5,000 人以上を有する地域をいう。 
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図 DIDの変遷 
資料：国勢調査 

 

2-2 土地利用の状況 

従来（昭和 50 年代）は、岩木川と JR 五能線に囲まれたエリアや、

公営住宅が立地するエリア（新宮･松島等）に建物用地がまとまっており、

比較的コンパクトな市街地が形成されていましたが、その後、南側や東

側に大きく拡大しています。 

五所川原市の総人口は昭和 35 年をピークとして、昭和 55 年以降は

一貫して減少していることから、市街地の拡大にともない急速に低密度

化が進展してきたものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 土地利用の変遷 
資料：国土数値情報 土地利用細分メッシュデータ  

 昭和 51年 平成 9年  平成 26年 
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2-3 都市交通の状況 

（１）公共交通の状況 

五所川原市内では鉄道（JR 五能線、津軽鉄道）、路線バス（弘南バス）といった公共

交通が運行しており、運行頻度は高くないものの、五所川原駅周辺を中心とした面的な

ネットワークが形成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 五所川原市の公共交通の運行状況 
 

市内の路線バス利用者は平成

25 年以降、横ばいから微増傾

向で推移していますが、財政負

担は増大しており、平成 22 年

からの5年間で約1.6倍になっ

ています。 

  

津軽五所川原

十川
五農校前

津軽飯詰

毘沙門

嘉瀬

金木

芦野公園

川倉

大沢内

深郷田

津軽中里

しーうらんど海遊館

川倉の湯っこ

ELM

つがる総合病院

奥津軽いまべつ駅前～
津軽中里駅連絡バス
（1日4往復）

金木地域限定で温泉利用者用
の無料送迎バスを運行

五所川原中心部方面等を
結ぶ無料送迎バスを運行

五所川原市行政連絡バス
（市浦総合支所～金木総合支
所～五所川原市役所、無料）

小泊線
(十三経由)

金木線

藻川線

豊川線

稲垣線

青森線

弘前線

高野環状線

飯詰能開短大環状線出来島線

南広森線

平成28年10月1日にELM120円
バスのダイヤ・ルートの大幅
な改正を実施

中泊町地域拠点連絡バス
（小泊地域～中里地域、平
日２往復、200円）
※市浦地域内は乗降不可

つがる総合病院等に隣接する薬局では
無料で誰でも利用可能なバスを平日運
行（金木～五所川原～弘前）

小泊線
(金木経由)

鶴田線

 凡例 

スクールバス・ 

路線バスの主な重複 

図 路線バスの利用者数と財政負担額の推移 
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資料：五所川原市 

※交通事業者の自主運行路線は含まない。 
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（２）道路ネットワークの状況 

道路ネットワークは、市浦･金木地域も含めた市域を南北に縦断する形で国道 339

号等が整備され、五所川原市中心部と周辺市町村を結ぶ形で放射状のネットワークが形

成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 道路ネットワーク 
資料：五所川原市 

 

 

101

339

101

区分 路線数 延長
舗装済
（km）

舗装率

国道 2 66.84 66.84 100.0%
県道 24 127.68 127.68 100.0%
市道 1,751 641.26 444.01 69.2%

平成28年4月1日現在
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2-4 経済活動の状況 

（１）産業別従業者数 

五所川原市の就業人口は約 2.6 万人（平成 27 年）であり、第 3 次産業の割合は約

6 割で、全国平均や県平均、県内主要都市を下回っています。一方で、第 1 次産業は

国・県平均よりも高く、農業が基幹産業の一つとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 産業別就業人口割合（平成 27年） 
資料：国勢調査 

 

第 3 次産業は横ばい、第 1 次・第 2 次産業は減少傾向が続いていたものの、下げ止

まりの兆候が見られ、分類不能産業の就業人口増加により、総就業人口は微増に転じて

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 産業別就業人口の推移 
資料：国勢調査 
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（２）小売業の状況 

消費者の購買動向では、周辺

市町村からの流入が多数であ

る一方で、五所川原市内から他

市町村への流出は顕著に少な

く、買物行動が概ね市内で完結

していることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

図 買物流動の状況 
資料：消費購買動向による商圏調査報告書（平成 18年度） 

 

市内の小売業年間販売額の 2 割以上を「エルムの街ショッピングセンター」が占め

ており、一大商業拠点となっています。こうした拠点の存在が他市町村からの流入が多

いこと、他市町村への流出が少ないことの大きな要因になっているものと推察され、五

所川原市の大きな“強み”の一つになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 全市に対するエルムの街ショッピングセンターの占有率 
資料：商業統計 

 

一方で、中心市街地については、20

年間で販売額が 1/10になるなど、顕著

な衰退が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 
 

※大町商店街、本町商店街、中央通り商店街、布屋町商店街の合計 

図 中心市街地商店街の年間販売額等の推移 
資料：商業統計  
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2-5 災害の危険性 

用途地域やその周辺も含めた広い範囲が洪水発生時の浸水想定区域※9となっており、特

に JR 五能線の東側では 2.0m を超える浸水が想定されています。 

なお、用途地域内には津波浸水が想定される区域や、土砂災害警戒区域などは見られま

せん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 洪水時の浸水想定区域 
資料：国土数値情報 

 

 

 

  

※9【浸水想定区域】想定し得る最大規模の降雨により河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。 
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３．市民･事業者等の意向把握 

計画の検討に向けて、市民の皆さんや、市内の事業者等を対象としたアンケート調査を

実施しました。以下ではその結果概要をお示しします。 

 

3-1 市民アンケート調査結果の概要 

（１）居住地に関する意識 

①居住地を考える際に重視すること 

居住地を考える際には、

「災害の危険性が低い」 

「日々の買い物ができる店

が近くにある」「病院や診療

所などが近くにある」「道路

が整備され車が利用しやす

い」等を重視する傾向が見

られます。 

 

 

 

 

 

 

図 居住地を考える際に重視すること 

 

65 歳以上の高

齢者に着目する

と、非高齢者に比

べて「公共交通の

便利が良い」「ま

わりに人がたく

さん住んでいる」

を重視する傾向

となっています。 

 

 
 

図

 居住地を考える際に重視すること（高齢者/非高齢者別） 
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34.0%

40.5%

38.5%

31.3%
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19.5%

33.6%
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「日々の買い物」ができる店が近くにある

病院や診療所などが近くにある

幼稚園・保育園が近くにある

小学校・中学校が近くにある

体育館・図書館・公民館などが近くにある

道路が整備され車が利用しやすい

まわりに人がたくさん住んでいる

自然環境が良い

災害の危険性が低い

0% 20% 40% 60% 80% 100%

非常に重要である 重要である どちらかといえば重要である

あまり重要ではない 全く重要ではない 不明

n=768

80.1%

74.9%

76.5%

67.7%

64.9%

57.0%

39.0%

35.9%

39.4%

29.9%

85.6%

80.8%

74.0%

71.7%

56.1%

49.5%

54.0%

49.1%

22.9%

22.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

災害の危険性が低い

「日々の買い物」ができる店が近くにある

病院や診療所などが近くにある

道路が整備され車が利用しやすい

公共交通の便利が良い

自然環境が良い

小学校・中学校が近くにある

幼稚園・保育園が近くにある

まわりに人がたくさん住んでいる

体育館・図書館・公民館などが近くにある

高齢者(n=251)

非高齢者(n=515)

※「重要である」「非常に重要である」の回答割合の合計
※全体（合計）の回答割合が高い順に並べ替え



17 

 

②住んでいる場所と住みたい場所 

現在、「郊外の田園地域または山間部など」「郊外の住宅地」に住んでいる回答者があ

わせて半数近くを占める一方で、住みたい場所ではあわせて 2割程度となっています。 

一方で、「生活が便利なまちの中心部」については、現在住んでいる場所としては約

13％にとどまりますが、住みたい場所としては 3 割以上が回答しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 住んでいる場所と住みたい場所 

 

現在、「生活が便利なまちの中心部」や「まちの中心部の周辺部」に住んでいる回答

者の大半は、住みたい場所としても現在の場所と一致する回答をしています。 

一方で、現在それ以外の場所に住んでいる回答者については、現在住んでいる場所と

一致する回答は 3 割前後にとどまり、いずれも 6 割前後が「生活が便利なまちの中心

部」または「まちの中心部の周辺部」に住みたいと回答しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 住みたい場所（現在住んでいる場所別）  
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山間部など(n=159)

その他(n=15)

合計(n=768)

生活が便利なまちの中心部 まちの中心部の周辺部

郊外の住宅地 郊外の田園地域または山間部など

その他 不明

※赤枠は住んでいる場所と住みたい場所が一致している回答

住んでいる場所 住みたい場所 
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普段から自家用車を自分で運転して外出している回答者では、住みたい場所として

「まちの中心部の周辺部」をあげる回答の割合が高く、一方で、高齢者を中心とするそ

の他の回答者では、「生活が便利なまちの中心部」の回答割合が顕著に高くなっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 住みたい場所（普段の外出手段別） 
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33.9%

41.3%
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3.9%
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郊外の住宅地 郊外の田園地域または山間部など

その他 不明
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（２）まちづくりに対する意識 

①コンパクトなまちづくり等の必要性 

今後の五所川原市における「コンパクトなまちづくり」の必要性については、7 割以

上が「必要である」「どちらかといえば必要である」と回答しています。 

また、「一定の人口集積を図っていく区域」についても 7 割程度、「さまざまな施設

の集積を図っていく区域」は 8 割が「必要である」「どちらかといえば必要である」と

回答しており、コンパクトなまちづくりへのニーズが高い状況です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 コンパクトなまちづくり等の必要性 

 

特に高齢者では、「コンパクトなまちづくり」が「必要である」の回答割合が顕著に

高くなっている一方で、中学生以下の子どもがいる子育て世代では、「あまり必要ない」

の回答割合が約 3割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 コンパクトなまちづくりの必要性 

（高齢者/非高齢者、子育て世代/非子育て世代別） 
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また、「さまざまな施設の集積を図っていく区域」についても、高齢者では約 5 割が

「必要である」と回答していますが、子育て世代では「必要である」の回答割合が 4

割を下回り、「あまり必要ない」の割合が 1/4程度を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 さまざまな施設の集積を図っていく区域の必要性 

（高齢者/非高齢者、子育て世代/非子育て世代別） 

 

②一定の人口集積を図っていく区域を設定する場所 

「一定の人口集積を

図っていく区域」を設定

する場所としては、「買

い物ができるところが

近くにある場所」「病院

や診療所が近い場所」な

どの回答割合が高くな

っており、周辺で一定程

度の生活サービスが受

けられる居住環境が求

められています。 
 

 

 

 

 

図 一定の人口集積を図っていく区域を設定する場所 
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特に高齢者では、非高齢者に比べて「買い物ができるところが近くにある場所」「病

院や診療所が近い場所」の回答割合が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 一定の人口集積を図っていく区域を設定する場所（高齢者/非高齢者別） 
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高齢者/非高齢者別では、「市内各所から公共交通でも行きやすい場所」の回答割合に

大きな差異はありませんが、非高齢者に比べて高齢者では「道路が整備され車が利用し

やすい場所」の回答割合が低く、「市役所や鉄道駅などがあり、市の中心となっている

場所」の割合が顕著に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 さまざまな施設の集積を図っていく区域を設定する場所（高齢者/非高齢者別） 
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3-2 事業者等アンケート調査結果の概要 

（１）利用者の特性 

①利用者の居住地 

各施設の利用者の居住地を見ると、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、子

育て支援施設では施設周辺の居住者の利用が目立ち、こうした施設が周辺の人口集積に

支えられていることがうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 利用者の居住地 
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②利用者の年齢構成 

利用者の年齢構成を見ると、スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、利用

者の 3 割以上が 65 歳以上の高齢者となっています。 

特にコンビニエンスストアでは 75 歳以上が 2割以上を占めており、コンビニエンス

ストアが高齢者の日常生活を支える機能の一端を担っているものと考えられます。 

※利用者が未就学児に限定される「子育て支援施設」については集計対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 利用者の年齢構成 
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（２）施設の立地条件 

特に商業施設や子育て支援施設では、多くの施設が運営を考える上で周辺に人口があ

る程度集積していることが「非常に重要である」もしくは「重要である」と回答してお

り、人口の集積が施設立地を考える上で重要な条件になっています。 

望ましい人口集積の規模については、施設によって回答の差異が大きい結果となりま

したが、複数の施設が「半径 1km の範囲に 1 万人程度」と回答しています。これは、

人口密度に換算すると約 31.8 人/ha になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 施設周辺への人口集積の必要性 
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（３）まちづくりに対する意識 

①コンパクトなまちづくりの必要性 

「コンパクトなまちづ

くり」を進めていくこと

に対しては、全体の 8割

以上が「必要である」「ど

ちらかといえば必要であ

る」と回答しています。 

一部の施設では、「あま

り必要ない」という回答

は見られますが、「全く必

要ない」という回答は皆

無となっています。 

 

 

 

 

 

図 コンパクトなまちづくりの必要性 

 

②一定の人口集積を図っていく区域の必要性 
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ます。 
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図 一定の人口集積を図っていく区域の必要性 
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③さまざまな施設の集積を図っていく区域の必要性 

「さまざまな施設の集

積を図っていく区域」を

設定することに対しては

全体の 3/4程度は「必要

である」「どちらかといえ

ば必要である」と回答し

ています。 

また、特にスーパーマ

ーケットやコンビニエン

スストアでは、「必要であ

る」の回答割合が高くな

っています。 

 

 

 

 

図 さまざまな施設の集積を図っていく区域の必要性 
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20.0%

11.8%

10.7%
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短期入所療養介護(n=2)

小規模多機能型居宅介護(n=3)

福祉施設計(n=34)
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福
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メリットがある どちらかといえばメリットはある
あまりメリットはない 全くメリットはない
分からない 不明
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４．五所川原市のまちづくりの課題 

都市を取り巻く状況や、市民･事業者等の意向などを踏まえると、五所川原市では今後、

以下のような課題に対応したまちづくりを進めていく必要があると考えられます。 

 

 

 
 

五所川原市では今後、人口が急速に減少していく予測となっており、特に年少人口

（15 歳未満人口）は 20 年間で現在の半分以下になる見込みです。 

人口減少が進んでいくと、市民の生活を支えるために必要なサービスの“量”も減少

していくものと考えられ、現状の生活サービスをそのまま維持していくことは難しくな

っていくことから、施設等の統合･集約化などを通じて、人口の変化に応じて提供され

るサービスの“量”の適正化を図っていく必要があります。 
 

また、これまでたくさんの人が住んでいた中心市街地周辺や公営住宅周辺などの人口

が減少し、市街地外縁部などに住む人の割合が増加するなど、人口が集積する場所が変

遷していく見込みとなっています。 

加えて、当面は中心市街地周辺や公営住宅周辺などで先行的に高齢化が進んでいくた

め、このようなエリアでの高齢者人口（65歳以上人口）が増加しますが、将来的には

市街地外縁部などでの高齢者の増加が顕著になるなど、年齢構成も大きく変遷していく

ものと考えられます。 

人口が集積する場所や、年齢構成が大きく変遷していくなかで、生活を支えるサービ

スの需要が大きい場所も変わっていきます。例えば高齢者を対象とする生活サービスは、

当面は中心市街地周辺などでの需要が増加していくと考えられますが、将来的には市街

地外縁部などに広く需要が分散していく可能性があります。 

このため、その時々の需要に応じてサービス施設等を配置した場合、時間の経過とと

もに需要が変化し、効率的にサービスを提供し続けていくことが困難になっていくこと

が懸念されます。 
 

以上のことから、人口減少に応じて提供されるサービスの“量”の適正化を図りなが

らも、必要なサービスを持続的･効率的に提供し続けることができるまちづくりを進め

ていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●人口の減少にともない、必要なサー
ビスの“量”は減少

●人口が集積する場所や、年齢構成が
大きく変遷

人口の変化に応じて提供されるサービ
スの“量”の適正化を図っていくこと
が必要

その時々の需要に応じて施設等を配置
した場合、効率的にサービスを提供し
続けていくことが困難になる懸念

人口減少に応じて提供されるサービスの“量”の適正化を図りながらも、持続的・

効率的に提供し続けることができるまちづくりが必要

■今後の人口集積や年齢構成の大きな変遷に対応したまちづくりが必要 
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今後の五所川原市の人口動向等を踏まえると、将来的には市民の 4 割以上を占める

高齢者に配慮したまちづくりを考えていく必要があります。 
 

現状では、子育て世代などの若い世代を中心に、自家用車利用･郊外居住型のライフ

スタイルに対する志向が根強い一方で、高齢者では「まちの中心部」への居住ニーズが

高く、居住地周辺で一定程度の生活サービスを享受できる環境が求められています。ま

た、居住地を考える際に公共交通の利便性を重視する傾向も見られ、自家用車に過度に

依存しなくても生活できる環境の形成が重要になってくるものと考えられます。 
 

今後も人口の低密度化が続いた場合、一定の人口集積があることで成り立っている基

本的な生活サービスを維持していくことが困難になることが懸念されます。また、現状

で市内各所から公共交通でのアクセス利便性が比較的高い中心市街地には、医療･行政

などの機能の集積は見られるものの、スーパーマーケットなどの“最寄品※10”の商業

機能が弱いなど、生活サービスの集積が十分とは言えない状況です。 

このままでは、居住地周辺の生活サービスが失われるとともに、公共交通を利用して

も必要なサービスへのアクセスが不便な、自家用車を利用しないと生活しにくい居住環

境が広がっていく可能性があります。 
 

以上のことから、過度に自家用車に依存しなくてもよい、将来的に総人口の４割以上

を占める高齢者も暮らしやすいまちづくりを進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■将来的には総人口の 4割以上を占める高齢者も暮らしやすいまちづく

りが必要 

※10【最寄品】日用品や食料品など、購買頻度が高く消費者が時間をかけずに購入するような商品。 

過度に自家用車に依存しなくてもよい、将来的には総人口の４割を占

める高齢者も暮らしやすいまちづくりが必要

若い世代などを中心に...高齢者などを中心に...

●居住地周辺で一定程度の生活

サービスを享受できる環境

●居住地として公共交通の利便

性を重視する傾向

●自家用車利用･郊外居住型のラ

イフスタイルに対する根強い

志向

将来的には総

人口の４割以

上が高齢者

・人口の低密度化により居住地周辺の基本的な生活

サービスが維持できなくなる懸念

・公共交通でのアクセス利便性が高い中心市街地の

生活サービスの集積は不十分

⇒自家用車を利用しないと生活しにくい居住環境が

広がる可能性

現状のまま
でも対応可能
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５．まちづくりの方針等 

5-1 まちづくりの方針 

「五所川原市立地適正化計画」では、まちづくりの課題に対応していくため、以下の方

針にもとづいたまちづくりを推進していきます。 

 

 

 

人口の減少により必要なサービスの“量”も減少することで現状のまま維持していく

ことが難しい生活サービスについて、市内各所や広域から公共交通でアクセスしやすい

場所に誘導･集約し、人口が集積する場所などが大きく変遷していくなかでも持続的・

効率的にサービスを提供できる『都市拠点』の形成を推進します。具体的には、既に医

療･行政機能などの集積が見られ、交通結節点※11である五所川原駅も立地している中心

市街地への誘導･集約を考えます。なお、農業が基幹産業の一つとなっている五所川原

市の特性を考えると、「都市拠点」は市街地やその周辺はもちろんのこと、市浦･金木を

はじめとする郊外の農村集落も含めた市域全体の生活を支える拠点としての役割が求

められます。 
 

また、「五所川原市都市計画マスタープラン」では『観光交流拠点』、「五所川原都市

計画区域の整備、開発及び保全の方針（五所川原都市計画区域マスタープラン）」でも

『交流拠点』として位置づけられ、五所川原市の大きな“強み”となっている「エルム

の街ショッピングセンター」周辺（以下、「交流拠点」という。）の多様でレベルの高い

機能集積を効果的に活用し、「都市拠点」との役割分担･連携を図ることで、多様なニー

ズに対応可能な都市環境を構築していくことを考えます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 持続的･効率的に生活サービスを提供可能な「拠点」の形成  

人口が減少・人口が集積する場所等
が大きく変遷していくなかでも、持続
的・効率的に都市サービスを提供

〔都市拠点〕
※既に医療･行政機能
などが集積し、五所
川原駅も立地する中
心市街地

現状のまま維持していくこ
とが難しい生活サービスを

誘導・集約

〔交流拠点〕

※「エルムの街ショッピ
ングセンター」周辺

五所川原市の“強み”で
ある多様･高レベルの機
能集積を効果的に活用

役割分担・連携

市民の多様なニーズに対応可能な

都市環境を形成

・五所川原市では、農業が基幹産業の一つ

⇒郊外の農村集落においても暮らし続けられる環境を維持し

ていく必要

市街地やその周辺はもちろんのこと、市浦・金木をはじめとする郊外の農村集落等も
含めた市域全体の生活を支える「都市拠点」を形成

■持続的・効率的に生活サービスを提供可能な「拠点」の形成 

※11【交通結節点】駅前広場やバスターミナルなど、複数あるいは異種の交通手段を相互に連絡する乗り継ぎ・

乗り換えのための場所。 



31 

 

 

 
 

「都市拠点」やその周辺、「都市拠点」に公共交通でアクセスしやすいエリアなどで、

公営住宅の更新にあわせた移転・集約化や、民間住宅開発等の促進を図っていくことで、

自家用車に過度に依存しない生活の「受け皿」となる市街地の形成を推進します。 

加えて、「交流拠点」と役割分担･連携しながら、「都市拠点」における生活サービス

の多様化を図っていくことで、自家用車を使わなくても利用できる生活サービスの充実

を図ることに加え、「都市拠点」と「交流拠点」とを利便性の高い公共交通軸（中心軸）

で結び、より高いレベルのサービスへのアクセス性向上を図ります。 

また、五所川原駅周辺の交通結節機能を強化していくことで公共交通の利便性を高め、

市内各所はもとより、広域からも人が集まりやすい都市構造を形成することで、「都市

拠点」への機能の集積･維持を促進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 自家用車に過度に依存しない生活の「受け皿」の確保  

■自家用車に過度に依存しない生活の「受け皿」の確保 

市内各所・広域から人が集まりやすい
都市構造の形成により、「都市拠点」へ

の機能集積等を促進

●「都市拠点」やその周
辺などに、公営住宅の
移転･集約化や民間住宅
開発等を促進

●「交流拠点」と役割分
担･連携しながら「都市
拠点」における生活
サービスの多様化･充実

●「都市拠点」と「交流
拠点」とを利便性の高
い公共交通軸（中心
軸）で連結

自家用車に過度に依存しない生

活の「受け皿」を確保

●五所川原駅周辺の交通
結節機能強化により公
共交通の利便性を向上

〔交流拠点〕

〔都市拠点〕

より高いレベルの
サービスを提供
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5-2 目指すべき都市の骨格構造 

まちづくりの方針の実現に向けて、多様な生活サービスを誘導･集約する「都市拠点」、

五所川原市の大きな“強み”であるエルムの街ショッピングセンター周辺の機能集積を活

用する「交流拠点」を形成･維持するとともに、拠点間をつなぐ「基幹的交通軸（中心軸）」

の形成･強化を図ります。なお、平成 29 年 3月に策定された「五所川原市地域公共交通

網形成計画」でも、両拠点間をつなぐ公共交通を『中心軸』と位置づけ、効率的かつ利便

性の高いサービスの提供を目指すこととしています。 

また、「都市拠点」やその周辺、「都市拠点」へのアクセス利便性が高い「基幹的交通軸」

の沿線において、自家用車に過度に依存しない生活の「受け皿」となる市街地の形成を推

進します。 

さらには、都市計画区域外（立地適正化計画区域外）となる市浦・金木地域の中心部を

地区の「生活拠点」として位置づけて「都市拠点」と「生活拠点」を結ぶ「南北交通軸」

の持続性を高めること、市内各所から「都市拠点」へのアクセス手段となる公共交通ネッ

トワークを維持していくこと、五所川原駅周辺の交通結節点としての機能強化により公共

交通ネットワークの一体性・利便性を高めることなどにより、市域全体の生活を支える都

市構造を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 目指すべき都市の骨格構造  
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６．都市機能･居住の誘導等の基本的な考え方 

6-1 都市機能誘導の基本的な考え方 

まちづくりの方針で示した“持続的･効率的に生活サービスを提供可能な「拠点」の形

成”に向けて、交通結節点である五所川原駅が立地していて市内各所や広域から公共交通

でアクセスしやすく、また、既に医療･行政機能などの集積が見られる中心市街地を「都

市拠点」として位置づけて『都市機能誘導区域』を設定し、現状のまま維持していくこと

が難しい生活サービスを提供する施設等の誘導・集積を図ります。 

また、五所川原市の大きな“強み”である「交流拠点」の機能集積を活かして、“買回

り品※12”などの高いレベルの商業機能などについては「交流拠点」で提供する一方で、「都

市機能区域」においても“最寄品”等の日常の買い物がまかなえる商業機能を誘導するな

ど、両拠点の役割分担･連携を図りながら都市計画区域外も含めた市域全体の生活を支え

る「都市拠点」の機能の多様化を推進します。 

なお、「交流拠点」については、既に一定程度の機能集積が図られており、用途地域内

においては新たな施設等の立地余地が少ないことも考慮して、「都市機能誘導区域」は設

定せず、既存の機能集積を維持･活用する場所として考えることとします。 
 

「都市機能誘導区域」の範囲や、誘導の対象とする施設等については、今後具体的に検

討していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 都市機能誘導の基本的な考え方  

※12【買回り品】消費者が価格・品質・色・デザインなどを比較検討したうえで購入する商品。婦人服・呉服・

靴など。 

〔交流拠点〕

「都市機能誘導区域」を設定し、都市

機能の誘導・集積を促進

〔都市拠点〕

●現状のまま維持してい
くことが難しい生活
サービスを提供する施
設等の誘導・集積

●市域全体の生活を支え
る「都市拠点」の機能
の多様化

・既に一定程度の機能

が集積

・新たな施設等の立地

余地は限定的 等

役割分担・連携 ●五所川原市の大きな
“強み”である機能集
積を活用

●高いレベルの商業機能
などを提供

既存の機能集積を維持･活用

（都市機能誘導区域には設定しない）
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6-2 居住誘導の基本的な考え方 

「居住誘導区域」は、集合住宅や宅地分譲などといった“一定規模以上の住宅開発”を

できるだけ誘導していく区域であり、一般的な戸建ての個人住宅などは誘導の対象外とな

ります。 

〔誘導の対象となる住宅開発〕 

①３戸以上の集合住宅や宅地分譲などの住宅開発 

②1･2 戸でも区域･敷地の規模が 1,000㎡以上の住宅開発 など 
 

まちづくりの方針で示した“自家用車に過度に依存しない生活の「受け皿」の確保”に

向けて、「都市機能誘導区域」を設定する「都市拠点」やその周辺、「都市拠点」への公共

交通でのアクセス利便性が高いエリアに『居住誘導区域』を設定し、住宅開発などを誘導

していくことで、歩いて、あるいは、公共交通を利用して元気に暮らせる居住環境を整え

ます。 

また、「居住誘導区域」においては、人口密度の維持・向上を図ることで、一定程度の

人口が集積することで成り立つ基本的な生活サービスを確保していきます。 
 

「居住誘導区域」の範囲については、今後具体的に検討していく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 居住誘導の基本的な考え方 

  

歩いて、あるいは、公共交通を利用して

元気に暮らせる居住環境を形成

「居住誘導区域」の人口密度の

維持・向上

一定程度の人口が集積することで成り立つ

基本的な生活サービスを確保

「都市拠点」やその周辺、「都市拠点」への

公共交通でのアクセス利便性が高いエリ

アに『居住誘導区域』を設定
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７．届出制度の概要 

都市機能誘導区域や居住誘導区域が設定･公表された場合、都市再生特別措置法第 88

条および第 108 条の規定に基づき、都市機能誘導区域外または居住誘導区域外で以下の

行為を行う際には、これらの行為に着手する日の 30 日前までに、行為の種類や場所など

について市長に届け出ることが必要となります。 

 

（１）届出の対象となる行為 

届出の対象となる行為は以下の通りです。 

なお、都市機能誘導区域の「誘導施設」や、居住誘導区域の「その他、条例で定めるも

の」については、今後、具体的に検討していく予定です。 

 

都市機能 

誘導区域外 

下記の開発･建築行為を行おうとする区域･敷地の全部または一部が都市

機能誘導区域外にある場合は、届出の対象となります。 
 

■開発行為※13 

○「誘導施設」を有する建築物の建築を目的とする開発行為 

■建築行為 

①「誘導施設」を有する建築物を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、または建築物の用途を変更して「誘導施設」を有する建築

物とする場合 

居住誘導 

区域外 

下記の開発･建築行為を行おうとする区域･敷地の全部または一部が居住

誘導区域外にある場合は、届出の対象となります。 
 

■開発行為 

①3 戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為 

②1 戸または 2 戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が 1,000 ㎡

以上のもの 

③その他、条例で定めるもの 

■建築行為 

①3 戸以上の住宅を新築しようとする場合 

②建築物を改築し、または建築物の用途を変更して 3 戸以上の住宅とする場合 

③その他、条例で定めるもの 

 

（２）勧告など 

届出内容等が当該区域外への影響が生じる可能性がある場合において、必要があるとき

は市が届出者に対して開発規模の縮小や誘導区域内への立地等について勧告することが

あります。 

また、その場合において、誘導区域内の土地の取得等についてあっせん等を行うことが

あります。 

  

※13【開発行為】建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。 
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（３）届出を怠った場合など 

届出を怠った場合や、虚偽の届出を行った場合には、30 万円以下の罰金に処する罰則

が設けられています。（都市再生特別措置法第 130 条第２項及び第 3項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 届出制度の流れ 
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